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はじめに

　　わが国の 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関

する法律 （以下， 有害物質含有家庭用品規制法）」 で

は， クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及

び木材防虫剤と， クレオソート油及びその混合物で処

理された家庭用の防腐木材及び防虫木材 （以下， ク

レオソート油製品） に含まれる多環芳香族炭化水素

類 （Polycyclic aromatic hydrocarbons ； PAHs） が

規制されている． 規制対象 PAHs はベンゾ [a] ピレン

（BaP），ベンゾ [a] アントラセン （BaA），ジベンゾ [a,h]

アントラセン （DahA） の 3 種である 1)． この規制の

導入時に示された試験法は， 有害性のある試薬の使用

や不十分な精製の面で課題が指摘されていた． そこで

我々は以前の研究で， これらの課題を解決した分析法

を開発し， 報告した 2,3)． また， 令和 8 年 4 月 1 日よ

りこの分析法が有害物質含有家庭用品規制法の通知試

験法における改正試験法として施行されることとなっ

た 4)．

　　この試験法は， 前処理後の試験溶液をガスクロマト

グラフ - 質量分析装置 （GC-MS） で分析するものであ

り， 使用するカラムについては 「内径 0.25 mm， 長

さ 30 m， 膜厚 0.15 μ m の 50% フェニルメチルポリ

シロキサンを液相とするキャピラリーカラムを用い

る」 とされている． 一方で， 令和 4 年 3 月 28 日付け

厚生労働省 ・ 生活衛生局医薬品審査管理課長通知 「家

庭用品中の有害物質試験法について」 5) では， 「本試

験法の試験法各条に掲げる各試験法に代わる方法で，

それが当該試験法以上の精度である場合には， その試

験法を用いることができること」 が示されている． そ

のため， 通知試験法に定められたもの以外のカラムを

試験に使用することが可能である． 過去に分析時の妨

害物質が問題となった事例 6) が報告されていることか

ら， そのような問題への対応のために， 通知試験法の

カラム以外についても予め対象化合物等の分離特性や

性能を検討しておくことが重要である．

　　また， 有害物質含有家庭用品規制法の対象製品以

外に含有される PAHs の分析法について， それぞれ

の規制等に対応した分析法やカラムが示されている．

例えば， 石油製品中 PAHs 分析についての規格であ

る EN16143:2013 7) では， 12 種類の PAHs の分析

に対して， 5% フェニルメチルポリシロキサンを液相

とするカラムが示されている． ドイツ製品安全委員会

の示すポリマー中の 15 種類の PAHs 試験法 8) では，

PAHs 分析用カラムである Restek 社の Rxi-PAH が

例として示されている． これらのカラムは， いずれも

例示であることから， 各試験機関において試験の実施

状況に応じたカラムの選択がなされていると考えら

れる． 各規制や規格によって対象とする PAHs の種

類や数は異なるため， できるだけ多くの種類の PAHs

を同一カラムで分析可能である方が， 効率性の観点か

らは望ましいといえる．

　　そこで本研究では， 試験の効率的な実施に資する情

報を提供することを目的に， クレオソート油製品の試

験において 50％フェニルメチルポリシロキサンを液

相とするカラム以外の分析カラムの分離特性及び性能

を調べた．

方法

１　分析対象物質

　　分析対象物質は有害物質含有家庭用品規制法の対

象 3 種を含む 11 種とした （表 1）． これらはトリフェ

ニレン (TRP) を除き， 欧州連合 （EU） の化学品の登

録， 評価， 認可及び制限に関する規則 （Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals: REACH 規則） の制限対象 9)， または欧

州食品安全機関 （EFSA） のモニタリング推奨対象 10)

である． なお， TRP はクリセン (CRY) との分離が困

難な物質と知られている 11) ことから， 分離の検討の

ために分析対象物質に加えた．

　　PAHs の 標 準 溶 液 は， AccuStandard 社 の PAH 

Standard (Quebec Ministry of Environ. PAH Mix)
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と， TRP 以外の 10 種の PAHs の単品標準溶液を用

いた． TRP については東京化成工業製の原体をトル

エン （富士フイルム和光純薬製， 残留農薬 ・ PCB 試

験用） に溶解したものを用いた．

２　カラムの検討

　　一般に汎用されているカラム （汎用カラム） 3 種

と， PAHs 分析用カラムとして販売されている 2 種

の， 合計 5 種のカラムを検討した． 検討した 5 種の

カラム及び対応するGCオーブン条件は表2に示した．

分析装置はアジレント ・ テクノロジー社の 7890B 

GC/5977B MS を用いた． トランスファーライン温

度はカラムオーブンプログラムの最終温度と同一に

した． 注入口温度， イオン源温度はいずれのカラム

においても 300° C に設定した． キャリアガスはヘリ

ウムとし， カラム流量は Rxi-PAH のみ 1.2 mL/ 分，

その他の 4 種のカラムは 1.0 mL/ 分の定流量モード

に設定した． MS の測定モードは Scan モード （m/z 

50~350） とし， 1 μ g/mL の PAHs 標準溶液 1 μ L

を注入して分析した． 分離度は第十八改正日本薬局方
12) の定義に従って算出した．

結果および考察

　　検討した 5 種のカラムでの分析結果を図 1 に示し

た． 有害物質含有家庭用品規制法の対象 3 種 BaA，

BaP， DahA に関しては， いずれのカラムでも近傍

に溶出する他の PAHs と， 少なくともピーク間の谷

が識別可能な分離ができていた． 汎用カラムのうち，

DB-17MS に関しては 3 種の PAHs のいずれも近傍の

ピークと分離度 1.5 以上 ［BaA と TRP ・ CRY ： 1.9，

ベンゾ [e] ピレン (BeP) と BaP ： 2.9， インデノ [1,2,3-

cd] ピレン (IcdP) と DahA ： 1.5］ の完全分離を達成

しており， 良好な結果が得られた． なお， PAHs 分

析用カラムである SLB-ILPAH では BeP と BaP の

分離度が 0.7 で完全分離ではなかったが， BaA 及び

DahA は近傍のピークと 1.5 以上の分離度があった．

同じく PAHs 分析用カラムである Rxi-PAH は IcdP

と DahA の分離度が 1.4 であったが， BaA 及び BaP

は近傍のピークと 1.5 以上の分離度があった．

　　次に， その他 8 種の PAHs の分離について検討し

た． CRY と TRP については， PAHs 分析用カラムと

して販売されている SLB-ILPAH 及び Rxi-PAH での

み分離できることが確認された （図 1）． また， ベン

ゾ [b] フルオランテン (BbF)， ベンゾ [j] フルオランテ

ン (BjF)， ベンゾ [k] フルオランテン (BkF) について

は， DB-17MS， SLB-ILPAH， Rxi-PAH で分離でき

ることが確認された （図 1）． なお， CRY 及び TRP，

そして BjF 及び BkF は使用するカラムによって溶

出順が入れ替わることが分かった． CRY 及び TRP

と， BjF 及び BkF はマススペクトルでは判別ができ

ないため， 使用するカラムの種類を変更する際は溶出

順に注意する必要があると考えられた． なお， SLB-

ILPAH は他のカラムと IcdP と DahA の溶出順が異

なるが， 両者のマススペクトルが異なるため， 判別が

可能である．

　　以上の結果から， 通知試験法で示された 「50% フェ

ニルメチルポリシロキサンを液相とするキャピラリー

カラム」 以外のカラムでも有害物質含有家庭用品規制

法の対象 3 種の分析が可能であることが示唆された．

また， SLB-ILPAH や Rxi-PAH のような PAHs 分析

表１　本研究で検討した PAHs

表２　検討したカラムとその液相及び GC オーブン条件

a ケミカルアブストラクト登録番号
b 有害物質含有家庭用品規制法の対象 1)

c REACH 規則付属書 XVII entry 50 の制限対象 9)

d EFSA によるモニタリング推奨対象 10)
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（抽出した m/z は図の上部に記載，各ピークの番号は表 1 の No. に対応）

図１　各カラムで分析した際の抽出クロマトグラム
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用カラムを用いることで， REACH 規則の制限対象や

EFSA のモニタリング推奨対象となっている PAHs

についても分析可能であることが分かった． はじめに

述べたように， 多くの PAHs を同一のカラムで分析

可能であることは， 効率性の観点から望ましい． 通知

試験法で定められたもの以外のカラムを使用して試験

を行うには， 機関ごとに検証する必要があると考え

られるが， PAHs 分析用カラムを用いることでクレオ

ソート油製品中の幅広い PAHs が効率よく分析可能

であり， 実態把握に有効であると考えられた．

� （令和 7 年 7 月 1 日受理）
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